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橋本徳一郎君に対する懲罰特別委員会会議

録 

 

令和元年７月５日 金曜日 

  午後１時３０分開議 

  午後２時２９分閉議（実時間２７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．委員長辞任の件 

１．委員長互選について 

１．橋本徳一郎君に対する懲罰の件 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  古 嶋 津 義 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  村 山 俊 臣 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員 中 村 和 美 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

  議会事務局次長   増 田 智 郁 君 

                              

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 

            土 田 英 雄 君 

 

（午後１時３０分 開会） 

○副委員長（古嶋津義君） ただいまから橋本

徳一郎君に対する懲罰特別委員会を開会いたし

ます。 

                              

◎委員長辞任の件 

○副委員長（古嶋津義君） 中村委員長から、

本日、辞任願が提出されましたので、暫時、私

が委員長の職務を代行いたします。 

 本件は、委員会の構成に関する先決事件であ

ることから、委員長辞任の件を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 本件は、申し出のとおり、辞任を許可するこ

とに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認

め、申し出のとおり、中村和美委員の委員長の

辞任を許可することに決しました。 

                              

◎委員長互選について 

○副委員長（古嶋津義君） ただいま委員長が

欠員となりましたので、これより委員長の互選

を行います。 

 お諮りいたします。 

 委員長の互選は、本来ならば投票によるのが

原則でありますが、指名推選の方法によること

もできます。いかがいたしましょうか。 

○委員（村川清則君） 指名推選でお願いしま

す。 

○副委員長（古嶋津義君） ほかに御意見ござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（古嶋津義君） それでは、しばら

く小会いたします。 

（午後１時３２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時３２分 本会） 

○副委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 それでは、指名推選の方法により行うことに

御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○副委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 それでは、指名推選の方法により行います。

どなたか委員長を指名される方はございません

か。 

○委員（村川清則君） 成松由紀夫委員を委員

長に指名したいと思います。 

○副委員長（古嶋津義君） ただいま村川委員

から、成松委員の御指名がありました。これに

御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認

め、成松由紀夫委員が委員長に当選されまし

た。 

 よって、委員長に当選されました成松由紀夫

委員の就任の御挨拶をお願いします。 

 委員長と交代いたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま、急遽、

委員長に指名されました成松でございます。真

摯に取り組んでまいりますので、御配慮の方、

よろしくお願いいたします。 

                              

◎橋本徳一郎君に対する懲罰の件 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、本委員

会に付託されました橋本徳一郎君に対する懲罰

の件を議題といたします。 

 さきの本特別委員会において、本件について

は、一旦持ち帰り協議するとのことでございま

したので、本日は、早速ではございますが、そ

の結果を御報告いただきたいと思います。 

 また、その結果、本件が懲罰に当たる、もし

くは当たらないも含め、結果が出ていれば、あ

わせて報告を願います。 

 まず、山本委員、いかがだったでしょうか。 

○委員（山本幸廣君） 議論というか、私が代

表で、未来としては、懲罰に科するということ

で賛成をいたしましたので、会派の議員からの

意向等についてもですね、詳細についてはです

ね、なかなか議論がまとまらなかったというの

が現状でありますけれども、もうそれについて

は代表に一任をしていただきたいということで

参りましたので、委員長の、会派としてはです

ね、私が、代表がもう本会議で賛成しましたの

で、それについて一任ということで会派として

の御報告をさせていただきました。 

○委員長（成松由紀夫君） 山本委員、本件が

懲罰に当たる、もしくは当たらないという部分

の結果もあわせてお願いします。当たるか当た

らないかの。 

○委員（山本幸廣君） あわせて今、発言しま

した。あわせて。 

○委員長（成松由紀夫君） いや、一任という

ことでしかちょっと理解できなかったので、当

たるということでよろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） 当たるということで

す。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、堀委員、お

願いします。 

○委員（堀 徹男君） 前回持ち帰って、今回

ですね、テープ起こし等々を確認した後に、ま

た協議を進めさせていただきたいというふうに

思ってます。きょう説明があるというふうに伺

ったというふうに思っています。前回、資料を

出していただいて。テープ起こしをした結果を

きょう聞くというふうに認識して帰っておりま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） 小会します。 

（午後１時３６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５０分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 再度、堀委員からお願いいたします。 

○委員（堀 徹男君） 何らかのですね、懲罰

は科されてもやむを得ないかなという……。 
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○委員長（成松由紀夫君） 当たるということ

でよろしいですね。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、野﨑委員、

お願いします。 

○委員（野﨑伸也君） シンプルに言いますけ

ど、当たらないということでいいかというふう

に思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 当たらない。 

○委員（野﨑伸也君） 当たらない。 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、橋本委員、

お願いします。 

○委員（橋本幸一君） 前回の各資料を見せて

もらいまして、持ち帰って、みんなで検討した

わけでございますが、要は今回の橋本徳一郎議

員の行為は、まずは一般質問において、執行部

の答弁に対して答弁内容があたかも間違ってい

ると言わんばかりの発言をされている点におい

ては、これは地方自治法第１３２条に抵触する

と判断いたしました。 

 また、本会議中、傍聴席における配布物の件

については、趣旨弁明の中でも申し上げました

とおり、議員は日ごろの議員活動の中で、やっ

ぱり市民の代表としてさまざまな諸課題に対し

て調査をするべきものであることは、これはも

う全議員周知のとおりと思いますが、その中に

おいて、今回、自分が定例会の質疑、一般質問

で行うとする内容についてですね、調査する過

程において得た情報を、これは本会議場で執行

部から正式な答弁を行ってもらう前に、不確実

なままな状態のことをみずから文書化し、それ

が不特定多数の市民の方々に事前に流布された

こと自体ですね、会議規則第１５１条、品位の

尊重に抵触すると私たちは判断いたしました。 

 今回のこの２点については、八代市議会議員

として、今後さらに自覚を持って遵守していた

だきたいと、そう願っております。 

 よって、今回の件は、懲罰を科するに値する

ものと判断いたしました。 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、村川委員、

お願いします。 

○委員（村川清則君） 同じようなことなんで

すけれども、議員と執行部というのは、もちろ

ん緊張感というのは必要だと思いますけれど

も、ああいうふうに、橋本徳一郎議員のよう

に、部長答弁を一方的に否定するというような

行為というのは、突き詰めれば、やったやらな

い、言った言わないの、そういう水かけ論的

な、何か不毛の議論になりがちなんだと思いま

す。そこには、さっき緊張感が必要と言いまし

たけれども、やはり信頼関係とか尊敬の念と

か、そういったものも必要なんだと思います。 

 今回の橋本徳一郎議員の一般質問の内容と

か、あるいは傍聴席での配布の問題とか、これ

はやはり懲罰に値する、懲罰を科すべきものだ

と私は思っております。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、村山委員、

お願いします。 

○委員（村山俊臣君） 私はもう端的に、懲罰

に値すると思っておりますので、懲罰を科すべ

きであると思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、金子委員、

お願いします。 

○委員（金子昌平君） 議長から厳重注意をで

すね、何回も受けてるにもかかわらず、同様な

行為を行うことはあってはいけないのかなと思

いますし、調整段階の不確定な情報を市民の皆

様に開示して不安をあおる行為自体もですね、

あってはならないと思いますので、懲罰に当た

ると思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、古嶋委員、

お願いします。 

○委員（古嶋津義君） それぞれ前回いただい

た各資料を見せていただきました。 
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 まず１点目でありますが、都市計画道路中央

線についての橋本徳一郎君の質問の後、建設部

長の答弁の後、また橋本徳一郎君の質問の中

で、｢今の答弁は事実と異なるのではないでし

ょうか」という御発言があっております。 

 このことと、２点目がですね、先ほどから出

ておりますように、傍聴席における配布物の件

でありますが、これも２点とも会議規則第１５

１条に抵触すると判断をいたし、懲罰を科すこ

とに値すると判断をいたしております。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、当たる

当たらないについての意向が示されたわけです

けれども、現在、野﨑委員の当たらないという

ような御意見がありましたが、その当たらない

理由、もしくは意向について発言をお願いいた

します。 

○委員（野﨑伸也君） まず１点目が、執行部

の答弁に対して一方的にそれを否定するよう

な、あたかも虚偽の答弁を執行部はしてるんじ

ゃないかというところが１つの問題点だったと

いうふうに思うんですけれども、ここについて

はですね、今までも、先ほど橋本議員の趣旨弁

明の中にもあったと思うとですけれども、議員

としてやっぱりいろんな調査っていうのは、い

ろんなところで日々活動の中でしてくると。そ

れはそれぞれの議員がですね、いろんな方と出

会って、市民の方と出会って、いろんな意見を

聞いてという中で、それで問題があるというこ

とであれば、それを一般質問とかでも取り上げ

て質問をすると、議場の中でですね、するとい

うふうに、それが当たり前かなというふうには

思うんですが、橋本議員が虚偽を言ったという

ふうには私は思わんとですよね。 

 なぜかていうと、先ほども言いましたよう

に、いろんな方と出会って、いろんな意見があ

ったと。そういうことを聞いてきてる。例え

ば、何ですかね、都市計画道路のやつについて

も、説明会があったとか、案内があったとかな

かったとかっていうようなところが、多分、そ

こが食い違いがあったとかっていうのがあっと

ですけれども、ある方から言わせれば、それは

なかったという事実があったかも。それを橋本

議員が何人かの方から聞いたんで、それを発言

したというふうなことであれば、それは虚偽で

はないというふうに私は思います。 

 いろんな議員活動の中で、いろんな人と会う

中で、いろんな意見が市民から出るという中

で、そういった意見があったということをこの

議場で言われたんだというふうに思いますん

で、虚偽ではないというふうに思います。 

 次の２点目が、一般質問の本会議場で答弁と

か、その何か、質問の内容のようなやつば配っ

たという話なんですが、自分がつくられたとい

うのは、何か１つ、自分で認められているとい

うのがありました。と、事前に市民の方にも見

せたというのは、それも多分認められたという

ようなことだったと思います。 

 ただ、配布については、誰がしたのかという

ところ、自分が指示したのか、配布してくれと

いうのを指示したのかというところは、それは

してないような感じがありますし、私も答弁、

――事前に、答えというとですかね、何ていえ

ばよかっかわからんとですけど、私がこういう

質問をして、私の支援者とかにもですよ、私は

こういう今度質問をしますよという中で、今こ

ういう話をやってると、執行部とこういう話を

やってるんだというところの話まではですね、

することもありますんで、事前にそれを流すと

か流さんとか、不確定なものでありますので、

事前の、一般質問の当日までは不確定なものと

いうふうに思いますので、そこについてはです

ね、支援者とかに配布するというのは、私も配

布はしないですけど、話し合いはするので、そ

ういう話をしてますよというのはしますので、

そこについても当たらないんじゃないかなとい

うふうには思ってます。 
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 配布というのが悪いということですけれど

も、それを指示もしてないし、誰が配ったのか

もわからないというふうなことであれば、私は

橋本徳一郎議員が今の２点について懲罰に値す

るかどうかと言われたら、値しないと。議員活

動の中できちっとしたことをやってるんだなと

いうのが、逆に私は証明されたのかなというふ

うには思いますので、当たらないというふうに

思います。 

○委員（橋本幸一君） 反論じゃないですが、

本来、やっぱり重要な部分の、やったやらない

というのは、結局、事前にですね、その辺は執

行部と当然確認をとるべき、こういう重要な問

題は。それはやってないということ自体がまた

問題であって、そういうことはまだ言っちゃい

けないという、私はそう思うし、あとの後半の

部分ですが、確かに本人が知らんだったらそれ

でいいのかという、やっぱりそういう問題じゃ

ないわけです。３月までは知っていたと。これ

が重要な問題であって、それを知っていたなら

ば、今回だって何で知らなかった。それはおか

しい問題であって、これはもう、本来は３月ま

では自分の答弁書が配られておったというこ

と、おかしいじゃないですか。全然、今、野﨑

委員の言う部分とは、非常に橋本徳一郎議員の

行為に対して、私は非常にそこには疑問を感じ

る、そう思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 野﨑委員の発言の

前に、この間の委員会の流れの中で、正副議長

のヒアリングの中でですね、今、橋本委員の御

意見の部分のくだりがあったと思うんですが、

３月議会までは配布されたのは知っていた、誰

が配布していたのかも知っているというような

ことでありますので、野﨑委員が誰が配布した

かわからないというようなところと、支援者に

打ち合わせに使うことがある、それについてま

た御意見があれば。 

○委員（野﨑伸也君） ３月までは認められて

たっていう話ですよね。それを正副議長とヒア

リングされたときに、多分言われて、反省され

たんだろうというふうに思うとですよ。だけ

ん、今回は自分から指示してないということが

ありますし、わからないというところだと思い

ます。 

○委員（橋本幸一君） 反省に値しないと。そ

ういう文書が、結局は同じような文書が何でで

きるかっていうことは、それはやっぱり事前の

管理にミスがあったという。じゃないですか。

（委員野﨑伸也君｢いやいや、だけんが」と呼

ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ちょっと待ってく

ださい。指名してから、発言は。 

 橋本委員、続けてどうぞ。 

○委員（橋本幸一君） 結局、今回について

は、先ほど私も言っているとおり、その文書に

ついて流れたというのは、管理にやっぱりミス

があったという。最低限ですよ、だから、そこ

については、３月は流れたなら、そういうこと

がないように、しっかりそこは文書管理をやっ

ぱりすべきであったと。それを怠っていたとい

うのは、私はそれは仕方ないと思います。 

○委員（野﨑伸也君） ３月まで、３月の後に

反省されたんだろうと。言われて、反省された

んですよ。配ってないんですよ。 

○委員長（成松由紀夫君） いや、野﨑委員、

よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 私もヒアリングに

立ち会った中で言いますと、３月まではしっか

り把握してます。６月もやられたのはわかって

います。じゃあ、誰であろうかということも、

おおよそ予測がつきますかというとこで、誰々

さんが配られたんだと思いますというような発

言まであっておるというのは前回お話がしてあ

ると思いますので、反省するしないというよう

な話ではなくて、そういうヒアリングのもと
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に、今回の当たる当たらないですので、見解は

いろいろありましょうから、その辺も含めて、

当たらないというところの最終の取りまとめの

意見をお願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 先ほども言ってますけ

ど、この配布については、３月議会までは、や

はり言われたんで反省されたんだと思います

よ。そこは私は言われたとおり、あと、文書管

理のところ、そこは問題があるんじゃないかな

と思いますけど、そこが抜けてたんじゃないで

すかね、というふうに思います。 

 配布されたのは、――してないんですから、

自分で指示してないんですから、そこは当たら

ないというふうに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 今、野﨑委員の当

たらないの理由の部分ですが、執行部の答弁に

対して、あたかも虚偽の表現についてという、

そこの部分については、虚偽とかということで

はなくて、そういう支持者の方であるか、周り

の方々からそういう意見があったということの

受けとめ方、それと傍聴席の配布については、

本人は指示はしていないだろうと思われる、反

省しているだろうと思われるということで当た

らないというようなことでよろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） だろうは違うですね。

反省しとらすと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） いや、だから、そ

れはあくまで臆測の話ですので、反省している

とか何とかっていう。 

○委員（野﨑伸也君） だろうは余りよくない

と思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 臆測の話は臆測の

話で進めてまいります。 

 それでは、ただいま各委員より意見が述べら

れましたが、その他、御意見等はございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 小会いたします。 

（午後２時０４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時０７分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、執行部より答弁書についての説明

をお願いいたします。 

○議会事務局次長（増田智郁君） それでは、

前半部分のほうでお問い合わせがございました

執行部の今回の答弁の内容でございますが、さ

きの委員会のほうでも答弁書をお配りさせてい

ただいたところでございまして、この内容に相

違がないかというのを確認とりましたら、相違

はないということでございましたので、再度ま

た同じものをお配りさせていただきます。 

（資料配付） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、読む時

間をとりたいと思いますので、小会いたしま

す。 

（午後２時０８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１２分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、意見も出尽くしたようであります

ので、本件は、懲罰事犯として懲罰を科すべき

ものと決定することについて採決いたします。

採決は挙手にて行いますが、挙手しない者は反

対とみなします。 

 橋本徳一郎君に対して、懲罰を科すことに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手多数と認め、

本件は懲罰を科すことに決しました。 

 しばらく小会いたします。 

（午後２時１３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１７分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 懲罰について何か御意見はございませんか。
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懲罰の種類について。 

○委員（橋本幸一君） 私たちも十分検討をい

たしまして、陳謝ということで懲罰を考えてお

ります。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（堀 徹男君） 先ほど耳で捉えられる

だけの範囲でお聞きした懲罰動議の理由ですね、

あれからすると、私は公開の場で戒める意味と

しては戒告という形で、私はその形が一番動議

の趣旨からすると適当ではないのかなというふ

うに思いました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（村川清則君） 議長から過去に何回も

注意を受けていると、注意をされているという

ようなことを考えますと、やはり陳謝が一番適

当かなと私は思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、２つに

絞られたわけですが、採決をしていきたいと思

いますけれども、小会をお願いします。 

（午後２時１９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１９分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。

それでは、採決いたします。 

 科すべき懲罰の御意見が２つ以上ある場合は

重い順に採決することとされております。採決

は挙手にて行いますが、挙手しない者は反対と

みなします。 

 まず、橋本徳一郎君に陳謝の懲罰を科すべし

と決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手多数と認め、

橋本徳一郎君に対し、陳謝の懲罰を科すことに

決しました。 

 次に、陳謝文案についてでありますが、これ

は本委員会で決定することになっておりますの

で、協議のため、しばらく小会いたします。 

（午後２時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時２７分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、陳謝文案について、書記より朗読

いたさせます。 

○書記（中川紀子君） 陳謝文（案）。 

 令和元年６月２５日の本会議における発言等

について。 

 私の質疑・一般質問中、執行部の答弁に対す

る不適切な発言及び議場傍聴席における行為に

つきましては、議会の品位を保持し、秩序を守

るべき議員の職責を顧みて、まことに申しわけ

ございませんでした。ここに深く反省し、誠意

を披瀝して衷心から陳謝いたします。 

 令和元年７月９日八代市議会議員、橋本徳一

郎。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） この陳謝文につい

ては、一言一句間違えないように読むべきもの

でありますので、これが間違えるようなことが

あれば、再懲罰の可能性もあるということをし

っかり議員の皆様方には認識していただきたい

というふうに思います。 

 それでは、陳謝文案についての御意見等はあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、それで

は、陳謝の文面については御協議いただいた内

容とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 賛成多数と認め、

この文面を陳謝文とすることに決しました。 

 以上で付託された案件の審査は全部終了いた
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しました。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査報告書及び委員長報告の作成につ

きましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議がありませ

んので、そのように決しました。 

 これをもちまして、橋本徳一郎君に対する懲

罰特別委員会を閉会いたします。 

（午後２時２９分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和元年７月５日 

橋本徳一郎君に対する懲罰特別委員会 

委 員 長 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


